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１．新幹線における保線業務の見直しにおいては、異常時対応能力が低下しない体制を構築すること。 

（回答）今後も必要な訓練や教育は実施していく考えである。なお、教育に関わる全体の取り纏めや計画は企画安全グループで担
う予定である。 

 

✓  
✓  
✓

 
 
 
 

 

 

⚫  
 

⚫  
⚫  

 

 

 

 

２．新幹線線路設備モニタリング車が走行できない区間の検査及び本線の各種検査で明記されていない検査項目を具体的に明らか

にすること。なお、これら検査を実施する際には、直轄及びパートナー会社が行えるように体制を構築すること。また、SMART-

Red、SMART-Greenを個別で運用する場合は、検査時期を重複しない運用とすること。 

（回答）線路設備モニタリング車の走行有無にかかわらず、検査データ収集は、本線はＪＲ、車両センター等はパートナー会社が
原則として担う予定である。SMART-Red、SMART-Greenは全体運用を考慮し適切に計画することを考えている。 

 

✓ 線路設備モニタリング車が走行できない区間の直轄の検査項目を明記し、それに伴い発生する夜間作業
をどの程度見込んでいるのか。 

✓ SMART‐Red、SMART‐Green の検査時期が重複すると相当な人工が発生する。また、連結運用すると給油
タンクの容量が足りなくなる可能性があるが、考慮して計画すべきだ。 

✓ レール探傷車の結果、ランク毎に３日以内や 10日以内にレール交換が必要と判断され、信号のパートナ
ー会社も急いで集められるが、再検査で問題なしとなり作業が中止になることが多々あり、問題である
ため改善するべきだ。 

⚫ 車両センター内はパートナー会社、東京の STOPや分岐器の渡りの部分は直轄で検査となる。軌道変位、レール
傷、伸縮継目が検査対象になる。 

⚫ 断言できないが出来る限り重複しない運用をしたい。重複するときは連結運用も考えている。その時の給油タン
クの懸念は、一日の給油量を考慮して調整の範囲で対応可能と考えている。 

⚫ モニタリング車は昨年の６月に導入されて以降、様々な分析を本社としても行っているが、探傷の精度が向上し、
誤検知といった問題は終息傾向にある。 

 

 

 

 

３．本施策を円滑に遂行するため、一気通貫の計画業務の教育を十全に実施すること。 

（回答）今後も必要な教育は実施していく考えである。 
 

✓
 

⚫ 2022 年 10 月頃から新幹線設備部主催の計画業務勉強会を、契約業務を中心に月１回行っている。また、線路
科の社員に対し、施工箇所選定や比較的簡易な契約を OJT で行っている。当初は計画科の社員が対象だった
が、線路科の社員まで拡大している。しっかりとフォローするような体制をつくる。 

  

  

４．諸設備点検の対象設備を明確にし、点検漏れを発生させないこと。 

（回答）諸設備の点検は本設第 104号「新幹線における軌陸車搬入路（軌間内常設式）の管理について（連絡）」（2017年５月 10
日）により指導しており、従来どおり、各職場で年間の諸設備点検の計画を立てて実施することとなっている。 
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✓

 
✓
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⚫  

 

 

 

 

 

５．レール検査（損傷）【臨時】をＪＲ直轄で行えるよう、要員の確保や教育体制を構築すること。 

（回答）今後も必要な要員の確保と教育を実施していく考えである。 

✓ SMART‐Greenに１名、保守用車責任者と後追いのレール損傷 PRD２名だと、勤務が組みづらくなるのでは。 
✓ レール溶接技術を直轄に残すことを統括本部発足時に謳っている、その方針にそって教育・訓練を行うべき。 
✓ 資格取得のゴールはどこか。溶接責任者の資格を全員となると相当ハードルが高いのではないか。 

⚫ ＪＲ２名で継目板取り付けを行っていく。ＪＲが探傷したあとに一緒にパートナー会社が同行するのは非効率のため、基本
的にはＪＲ２名でパーティーを組んで再探傷をしていきたいと考えている。ＰＲＤと同行しても良い。その判断は技セにな
る。そのための要員は確保していく。 

⚫ 探傷機械の取扱いは、基礎技術研修の中で一律に溶接技術について指導を受ける。また新入社員だけではなく、各技
セの教育の場を設けている。今施策以降、再探傷が直轄に戻り定例業務になり OJTの機械が増える。 

⚫ ハードルが高いことは、我々も認識している。それに見合う研修体系をとっていく。 

 

 

 
 

６．フレックスタイム適用外の夜間作業回数の上限を計画段階で７回/月とすること。また、連続夜間作業回数の上限を２回とすること。 

（回答）勤務指定については、就業規則等に則り取り扱うこととなる。 

✓  
✓

 
 

 

 

⚫  
⚫  

  

 
 

７．企画（安全・教育）、勤務作成、備品や材料関係の決裁権等の業務の運用を派出においても実施できるよう体制を構築すること。 

（回答）引き続き、安全で効率的な業務執行体制を構築していく考えである。 

✓
 

✓  

 
⚫

 
⚫  

 

 

 

 


